
令和３年度

ＰＴＡ総会要項

大府市立大府北中学校ＰＴＡ

＜ 議 事 ＞

① 令和２年度 事業報告

② 令和２年度 会計決算報告並びに会計監査報告

③ 令和３年度 委員の承認について

④ 令和３年度 常任委員の発表と役員の承認

⑤ 令和３年度 事業計画案について

⑥ 令和３年度 会計予算案について
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大 府 市 立 大 府 北 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 則

第１章 名称および事務所

第１条 本会は大府市立大府北中学校ＰＴＡという。

第２条 本会は事務所を大府北中学校内におく。

第２章 目的および活動

第３条 本会は父母と教師が協力して家庭と学校と社会における健全な教育の振興を図り、生

徒の幸福な成長を増進することを目的とする。

第４条 本会は前条の目的をとげるために次の活動をする。

１ 家庭・学校・社会における生徒の福祉を増進する。

２ 学校および家庭における教育に関し理解を深める。

３ 生徒の校外における生活の指導に協力する。

４ 教育環境の改善を図る。

５ 父母と教師の教養を高めることに協力する。

６ その他この会の目的を達成するのに必要なことを行う。

第３章 方 針

第５条 本会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。

１ 生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。

２ 本会は営利的・宗教的・政党的その他本会本来の事業以外を目的とする行事は

行わない。

３ 学校問題について討議し、またその活動を助けるために意見を具申するが、直

接に学校の管理や人事には干渉しない。

第４章 会 員

第６条 本会の会員は本校に在籍する生徒の父母またはそれにかわる人（以下父母と呼ぶ）お

よび本校に勤務する教職員とする。

第７条 本会の会員は会費を納めるものとする。ただし特別の事由のある会員はこれを免除す

ることができる。

第８条 本会は大府市小中学校ＰＴＡ連絡協議会、知多地方小中学校ＰＴＡ連絡協議会、尾張

小中学校ＰＴＡ連絡協議会、愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会、日本ＰＴＡ全国協議

会の会員になる。

第５章 会 計

第10条 本会の活動に要する経費は、会費・寄付金およびその他の収入によって支弁される。

第11条 本会の会計は総会において決議された予算にもとづいて行われる。

第12条 本会の決算は会計監査を経て、総会に報告され、承認を得なければならない。

第13条 本会の会計年度は毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。



- 2 -

第６章 役員および委員

第14条 本会の役員および委員は次のとおりとする。

１ 会 長 １名 (保護者)

２ 副 会 長 ３名（保護者２名、校長）

３ 書 記 ３名（保護者１名、教頭、教務主任）

４ 会 計 ２名（保護者１名、校務主任）

５ 会計監査 ２名（保護者）

６ 常任委員 若干名（細則に定める）

７ 委 員 若干名（細則に定める）

第15条 役員および委員は次の方法によって選出し、総会の承認を経て決定し、任期はすべて

１ヵ年とする。ただし再任は妨げない。

１ 会長、副会長および会計監査委員は常任委員会において会員の中から推薦する。

２ 書記および会計は会長が委嘱する。

３ 委員は会員の中から細則に定める定員数を選出する。

４ 常任委員は委員の中から選出する。ただし教師の常任委員は別に選出する。

５ 役員に欠員が生じた場合は、これを補充し、その任期は前任の残任期間とする。

第16条 役員の任務は次のとおりとする。

１ 会長は本会を代表し、会務を処理するとともに総会、常任委員会、委員会を招

集する。なお、各部の部長および部員を委嘱する。

２ 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合にはその職務を代行する。

３ 書記は次のことを行う。

○ 総会および常任委員会、委員会の議事ならびに本会の活動に関する重要事項

を記録する。

○ 記録その他の書類を保管する。

○ 会長の指示に従い本会の庶務を行うとともに、活動についての立案をする。

４ 会計は次のことを行う。

○ 総会が決定した事項にもとづいて、いっさいの会計事務を処理する。

○ 会計監査委員の監査を経た決算を総会において報告する。

○ 本会の財産を管理する。

○ 予算の立案をする。

５ 会計監査委員は、その年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第７章 総 会

第17条 総会は本会の最高決議機関で、その決議は出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第18条 総会は年１回以上開く。

第19条 総会は次の事項を審議する。

１ 会 務

２ 事業計画

３ 予算と決算

４ 役員および委員の承認

５ 会則の改正

６ その他必要な事項
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第20条 臨時総会は会長または常任委員会が必要と認めた場合、もしくは会員の５分の１以上

の要求があった場合に会長が招集する。

第８章 全体委員会

第21条 全体委員会は、会長・副会長・書記・会計・常任委員および委員をもって構成し、毎

学期１回以上開く。

第22条 全体委員会は総会に次ぐ決定機関であって会長が招集し、次の事項を議決する。

１ 総会で委任されたこと。

２ 総会を開催するいとまのないときの総会の権限に属すること。

３ 総会提出議案に関すること。

４ その他必要事項。

第23条 全体委員会は父母委員の２分の１以上が出席しなければ成立しない。その決議は出席

委員の過半数の賛成を必要とする。

第９章 常任委員会

第24条 常任委員会は会長・副会長・書記・会計および常任委員をもって構成し、毎月１回程

度開く。

第25条 常任委員会は本会の執行機関で必要に応じて会長が招集し、任務は次のとおりとする。

１ 本会の目的を達成するための各種の事業。

２ 年度予算を作成し、健全な会計の運営にあたる。

３ 必要ある場合は特別委員会を設けることができる。

第26条 常任委員会構成員の２分の１以上が出席しなければ成立しない。

第１０章 部 会

第27条 本会の活動上、部会を設け常任委員ならびに委員が分属する。

第28条 部の種類、名称、活動の内容、配属人数等については細則でこれを定める。

第１１章 細 則

第29条 本会の運営に関し、必要な細則はこの会則に反しないかぎりにおいて委員会の議決を

経て定める。

委員会は細則を制定または改廃した場合は、その結果を次期総会に報告し承認を得な

ければならない。

第１２章 改 正

第30条 本会の会則は総会において出席会員の過半数の賛成がなければ改正することができな

い。

第１３章 付 則

第31条 本会則は昭和５７年４月２８日より実施する。

一部改正 平成１７年４月２０日
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大 府 市 立 大 府 北 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 細 則

第１条 本会の運営について会則に定めないものはこの細則による。

第２条 本会の会費は１口（月額２８０円）とする。ただし生徒１人１口とする。

第３条 委員の選出および定数については次のとおりとする。

１ 父母委員は、各区域より学年を考慮し、かたよらないように選出する。

２ 区域は、北山小学校区、東山小学校区、共和西小学校区、共長小学校区

の４区域とする。

３ 委員の定数は３６名とし、各区域の生徒数に応じ案分する。

４ 教師は全員委員となる。

第４条 常任委員の選出および定数については、次のとおりとする。

１ 父母常任委員は父母委員より次の人数を選出する。

北山小学校区 ３名

東山小学校区 １名

共和西小学校区 ３名

共長小学校区 １名

２ 教師常任委員は、教師中より４名を選出する。

第５条 次の部会を設ける。

１ 広報部 ９名

２ 校外部 ９名

３ 文化部 ９名

４ 生活部 ９名

第６条 部会は会長の承認を得て、部長が招集し運営する。

部員は委員を均等に配属する。

第７条 各部の任務は次のとおりとする。

１ 広報部

(1) 会の広報に関すること

(2) 特別事業に関すること

(3) その他

２ 校外部

(1) 生活・交通指導に関すること

(2) 生徒の地域活動の支援に関すること

(3) その他

３ 文化部

(1) ＰＴＡ研修旅行に関すること

(2) 会員の研修計画・運営に関すること

(3) その他

４ 生活部

(1) 教育環境の整備に関すること

(2) リサイクル活動・バザー計画運営

(3) その他

第８条 弔慰規定は大府市小中学校ＰＴＡ連絡協議会の弔慰等に関する内規に準ずる。

第９条 この細則は委員会において出席委員の過半数の賛成がなければ改正できない。

一部改正 平成１０年１２月１０日
一部改正 平成１１年１０月 ２日

一部改正 平成１２年１２月 ２日

一部改正 平成１８年１１月１８日

一部改正 平成３１年 ３月 ２日
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《参考資料》 大府市小中学校ＰＴＡ連絡協議会会則

弔 意 等 に 関 す る 内 規

１ 見舞い・弔意等 （単位：円）

対 象 市 Ｐ 連 単 Ｐ

単位ＰＴＡ会員 生花一対

連協会員・教職員 生花一対（同等金額） 同 左

死 亡 連協会員の配偶者または両親 単位Ｐ・市Ｐ連 連名で生花一対

教職員の配偶者または両親 生花一対

児童・生徒 生花一対

児童・生徒 ３，０００

傷病で30日

経過または 教職員 ３，０００

重病で入院

連協会員 ３，０００ 同 左

単位ＰＴＡ会員・教職員 ３，０００

火 災

連協会員 ３，０００


